
  

  

  

  

 平成１６年５月１８日 
農林水産省消費・安全局

第５回コイヘルペスウイルス病に関する技術検討会の概要について

１． 日時 平成１６年５月１８日（火）１４：３０～１６：１０

２． 場所 水産庁中央会議室

３． 概要

（１） 現状報告について

 農林水産省から、本年３月１６日（第４回技術検討会開催）以降５月１６日現在１７都
府県（昨年１１月からの通算では２５都府県）においてＫＨＶ感染コイが確認され、処
分、持ち出し禁止等所要のまん延防止措置がとられている旨の報告を行った。

（２） まん延防止措置について

 今後ともＫＨＶを可能な限り封じ込めることが必要であり、引き続き、ＫＨＶ感染コイの
早期発見に努め、1.ＫＨＶが確認された養殖場等については、持続的養殖生産確保法
に基づく養殖コイの処分、施設の消毒等まん延防止のための確実な措置をとること、2.
ＫＨＶが確認された天然水域については、コイの持ち出し禁止等の措置を講じることが
重要であるとされた。 
 また、天然水域においては、既にＫＨＶが相当広範囲に確認されていることに鑑み、
これまでにＫＨＶが確認されていない水域においても、ＫＨＶ感染コイが存在する可能
性があることを考慮し、あらかじめ検査を行うとともに、監視体制の強化を図る等確実
なまん延防止対策を講じておくことが望ましいとされた。

（３） 感染経路の究明及び今後の試験・研究について

（独）水産総合研究センター養殖研究所から、ＫＨＶのＤＮＡ塩基配列の分析状況及び
ＫＨＶ病に関する今後の試験・研究について報告を行った。

（４） その他

ＫＨＶ病の試験・研究のための感染実験施設が備えるべき条件について了承された。  
 

 連絡先 
農林水産省消費・安全局衛生管理課 
魚類安全室長 木實谷 浩史 
課長補佐   田口 博人 
電話：03-3502-8111(内線3180、3181) 
直通：03-3502-8098 



第５回コイヘルペスウィルス病に関する技術検討会

議事次第

日時：平成１６年５月１８日

１４：３０～１６：３０

場所：水産庁中央会議室

１．開会

２．議事

（１）現状報告について

（２）まん延防止措置について

（３）感染経路の究明及び防除技術の開発研究について

（４）その他



コイヘルペスウイルス病に関する技術検討会委員名簿

氏 名 現 職No.

座長 １ 青木 宙 東京海洋大学大学院海洋科学研究科教授

副座長 ２ 飯田 貴次 独立行政法人水産総合研究センター 養殖研究所
病害防除部長

３ 川前 政幸 茨城県内水面試験場長

４ 田中 深貴男 埼玉県農林総合研究センター水産支所主任研究員

５ 畑井 喜司雄 日本獣医畜産大学教授

副座長 ６ 福田 穎穂 東京海洋大学海洋科学部海洋生物資源学科教授

長野県水産試験場諏訪支場長７ 本西 晃

８ 山田 和雄 新潟県内水面試験場

病理環境部長

岡山県水産試験場長９ 山本 章造

１０ 弓削 義正 千葉県内水面水産研究センター長

参考委員

氏 名 現 職No.

全国内水面漁業協同組合連合会専務理事１ 佐藤 稔

全国養鯉振興協議会専務理事

２ 吉田 俊一 全日本錦鯉振興会副理事長



平成16年5月16日現在

十三湖・岩木川水
系区域

養殖場 H15.10 1.2ｔ 移動自粛

奥入瀬川水系区
域

個人池 H15.11 若干 全量処分

霞ヶ浦・北浦 養殖場 H15.10
1,190ｔ

（業者聞取り数量）
全量処分

霞ヶ浦・北浦 養殖場（陸上池） H16.5 若干 全量処分（命令済）

栃木・両毛ブ
ロック

公園の池 H15.11 若干 全量処分

栃木・両毛ブ
ロック

釣り堀 H15.9 1ｔ以上 全量処分

西部ブロック 公園の池 H16.5 若干 全量処分

東部ブロック 公園の池 H16.5 若干 全量処分

東部ブロック 公園の池 H16.5 若干 移動自粛

上尾市区域 釣り堀 H15.9 1.6ｔ以上 全量処分

庄和町区域 釣り堀 H15.11 数十kg 移動自粛

上福岡市区域 蓄養場 H15.11 なし 全量処分

本庄市区域 公園の池 H15.11 若干 全量処分

行田市区域 個人池 H16.5 若干 移動自粛

利根川区域 釣り堀 H15.11 200kg 全量処分

利根川区域 釣り堀 H15.11 350kg 全量処分（命令済）

利根川区域 釣り堀 H15.12 100kg 全量処分

利根川区域 釣り堀 H16.5 100尾 全量処分

板橋区区域 釣り堀 H15.9 50匹以上 全量処分

足立区区域 釣り堀 H15.10 若干 移動自粛

足立区区域 釣り堀 H15.12 なし 移動自粛

北区区域 釣り堀 Ｈ15.12 なし 全量処分

世田谷区区域 釣り堀 H15.9 若干 移動自粛

町田市区域 釣り堀 Ｈ15.12 なし 移動自粛

目黒区区域 公園の池 H16.5 若干 移動自粛

神奈川県 大和市区域 釣り堀 Ｈ15.12 なし 全量処分

上越区域 釣り堀 H15.9 若干 全量処分

下越区域 養殖場 H15.11 なし 全量処分

東八代郡区域 釣り堀 H15.10 2.2ｔ(3,300尾) 全量処分

南都留郡 釣り堀 H15.11 なし 全量処分

中濃地区区域 養殖場 H15.11 なし 全量処分

西濃地区区域 釣り堀 H15.10 若干 移動自粛

西濃地区区域 釣り堀 H15.11 若干 移動自粛

岐阜地区区域 釣り堀 H15.11 若干 移動自粛

東濃地区区域 釣り堀 H15.11 なし 移動自粛

飛騨地区区域 蓄養場 H15.11 なし 移動自粛

東濃地区区域 蓄養場 H15.11 なし 移動自粛

岐阜地区区域 養殖場 H15.12 なし 移動自粛

西濃地区区域 個人池 H15.11 若干 移動自粛

東濃地区区域 蓄養場 H15.12 なし 全量処分

岐阜地区区域 個人池 Ｈ15.12 若干 移動自粛

ＫＨＶ病感染コイの発見状況及びまん延防止措置状況（養殖場等） 　　　　　　　　　　　　　　　                  (資料１）

都道府県名

岐阜県

山梨県

新潟県

主な措置状況

栃木県

東京都

青森県

発見時期（死亡がな
い場合は、確認され
た時期）

発見場所

埼玉県

千葉県

死亡数量
養殖場等区分地域

群馬県

茨城県



都道府県名 主な措置状況
発見時期（死亡がな
い場合は、確認され
た時期）

発見場所

死亡数量
養殖場等区分地域

富士地区区域 釣り堀 H15.10 85kg 全量処分

西遠中遠区域 釣り堀 H15.11 308kg 全量処分

県西部 釣り堀 H15.10 若干 全量処分

県西部 釣り堀 H15.10 若干 全量処分

三重県
津地方県民局管
内区域

釣り堀 H15.10 若干 全量処分

近江南東区域 蓄養場 H15.11 なし 全量処分

近江南部区域 蓄養場 H15.11 なし 全量処分

近江東部区域 蓄養場 H15.11 なし 全量処分

近江西部区域 蓄養場 H15.11 なし 全量処分

近江南部区域 蓄養場 H15.11 なし 全量処分

近江西部区域 蓄養場 H15.11 なし 全量処分

近江南部区域 個人池 H15.11 若干 全量処分

近江南東部区域 公園の池 H16.1 若干 全量処分

京都市区域 養殖場 H15.11 なし 全量処分

美山町区域 個人池 H15.11 若干 全量処分

美山町区域 個人池 H16.4 若干 全量処分

美山町区域 養殖場 H15.11 なし 全量処分

京都市区域 個人池 H15.12 若干 全量処分

大阪府 大阪中部区域 下水処理場内の池 H16.4 若干 全量処分

大和川水系区域 養殖場 H15.11 約300kg 全量処分

大和川水系区域 養殖場 H16.4 約600尾 移動自粛

鳥取県東部区域 個人池 H15.11
若干

全量処分

鳥取県東部区域 個人池 H15.11
若干

全量処分

鳥取県東部区域 個人池 H15.12 若干 全量処分

鳥取県東部区域 個人池 H15.12 若干 全量処分

鳥取県西部区域 個人池 H16.5 若干 全量処分

児島湖水系区域 養殖場 H15.8 約1,500尾 全量処分

高梁川南部区域 浄水場内の池 H16.4 若干 全量処分

久留米市区域 養殖場 H15.11 若干 全量処分

大川市区域 養殖場 H15.11 若干 全量処分

湯布院区域 個人池 H15.11 若干 全量処分

湯布院区域 個人池 H16.4 約20尾 全量処分

日田・玖珠区域 養殖場 H16.4 なし 全量処分

西都市区域 養殖場 H15.10 7.0ｔ 全量処分

国富町区域 養殖場 H15.11 若干 全量処分

小林市区域 蓄養場 H15.11 若干 全量処分

西都市区域 個人池 H15.12 なし 全量処分

小林市区域 個人池 H16.3 なし 全量処分

宮崎市区域 市の施設内の池 H16.5 若干 全量処分

宮崎市区域 市の施設内の池 H16.5 若干 全量処分

小林市区域 個人池 H16.5 若干 全量処分

姶良・伊佐区域 釣り堀 H15.11 若干 全量処分

南薩区域 個人池 H15.12 若干 移動自粛

滋賀県

静岡県

愛知県

宮崎県

注：塗りつぶしは平成16年3月16日以降の確認分

鹿児島県

福岡県

大分県

岡山県

鳥取県

奈良県

京都府



平成16年5月16日現在

青森県
奥入瀬川水系区
域

- 農業用ため池 H15.12 なし 全量処分

茨城県 霞ヶ浦・北浦 利根川水系 霞ヶ浦・北浦 H15.10 なし 持ち出し、放流自粛

栃木県 芳賀ブロック 那珂川水系 逆川 H16.2 なし 持ち出し、放流自粛

西部ブロック - 農業用ため池 H16.4 若干
全量処分(公共用水面においては、委員会指示でこ
いの移植を禁止）

東部ブロック 利根川水系 谷田川 H16.5 若干 委員会指示でこいの持ち出し禁止

千葉県 利根川区域 利根川水系 （江戸川水系）坂川 H15.11 若干 持ち出し、放流自粛

調布市区域、日
野市区域

多摩川水系 多摩川 H16.5 多数
委員会指示でこいの持ち出し禁止、放流、移植の禁
止

東村山市区域 - 野火止用水 H16.5 若干
委員会指示でこいの持ち出し禁止、放流、移植の禁
止

鶴見川水系 鶴見川水系 鶴見川 H16.5 5448尾 委員会指示でこいの持ち出し禁止、放流の制限

引地川水系 引地川水系 （引地川水系）蓼川 H16.5 179尾 委員会指示でこいの持ち出し禁止、放流の制限

多摩川水系 多摩川水系 多摩川 H16.5 2669尾 委員会指示でこいの持ち出し禁止、放流の制限

境川水系 境川水系 境川水系 H16.5 140尾 委員会指示でこいの持ち出し禁止、放流の制限

横浜市区域 - 菊名池 H16.5 若干 委員会指示でこいの持ち出し禁止、放流の制限

中濃地区区域 木曽川水系 （飛騨川水系）飛騨川 H15.11 若干 持ち出し、放流自粛

西濃地区区域 木曽川水系 （揖斐川水系）杭瀬川 H15.11 若干 持ち出し、放流自粛

西濃地区区域 - 農業用排水路 H16.4 若干 死亡魚処分

愛知県 県西部 - 浅水川 H15.11 若干 委員会指示でこいの持ち出し禁止

近江南部区域 淀川水系 瀬田川（５） H15.11 若干 委員会指示でこいの持ち出し、他の水域への放流を禁止

近江南部区域 淀川水系 瀬田川 H16.４ 100尾以上 委員会指示でこいの持ち出し、他の水域への放流を禁止

近江東部区域 淀川水系 琵琶湖北湖 H16.４ 若干 持ち出し、放流自粛

近江東部区域 淀川水系 通称彦根旧港湾 H16.４ 100尾以上 委員会指示でこいの持ち出し、他の水域への放流を禁止

近江南東部区域 淀川水系 西の湖 H16.４ 100尾以上 委員会指示でこいの持ち出し、他の水域への放流を禁止

近江南部区域 淀川水系 晴嵐町の水路 H15.11 若干 死亡魚処分

近江南部区域 淀川水系 琵琶湖南湖南部 H16.４ 100尾以上
近江大橋以南の琵琶湖南湖（内湖、流入河川含む）につ
いて、委員会指示でこいの持ち出し、他の水域への放流
を禁止

京都市区域 淀川水系 桂川 H15.11 若干
委員会指示でこいの持ち出し、他の水域への放流を
禁止

八幡市区域 淀川水系 大谷川 H15.11 若干
委員会指示でこいの持ち出し、他の水域への放流を
禁止

宇治市区域 淀川水系 宇治川 H15.11 若干
委員会指示でこいの持ち出し、他の水域への放流を
禁止

宇治市区域 淀川水系 宇治川 H16.4 若干
委員会指示でこいの持ち出し、他の水域への放流を
禁止

福知山市区域 由良川水系 土師川 H15.12 若干
委員会指示でこいの持ち出し、他の水域への放流を
禁止

大阪府中部区域 淀川水系 淀川 H15.10 300尾以上
委員会指示でこいの持ち出し、他の水域への放流を
禁止

大阪府中部区域 淀川水系 正雀川 H15.11 約50尾
委員会指示でこいの持ち出し、他の水域への放流を
禁止

大阪府北部区域 － 野川水路 H16.5 若干 死亡魚処分

高梁川南部区域 高梁川水系 小田川 H15.10 数百尾 持ち出し、放流自粛

高梁川南部区域 高梁川水系 小田川 H16.4 なし 持ち出し、放流自粛

吉井川北部区域 吉井川水系 宮川 H15.5 約250尾 持ち出し、放流自粛

児島湖水系区域 － 児島湖 H15.6 約7000尾 持ち出し、放流自粛

佐賀県 佐賀地区区域 － 神埼町の水路 H16.5 若干
持ち出し、放流自粛（周辺河川において、委員会指
示でこいの持ち出し禁止、県内外の水域からの持ち
込みを原則禁止（予定））

佐土原町区域 一ツ瀬川水系 一ツ瀬川 H15.11 若干 委員会指示でこいの移植を禁止

綾町区域 大淀川水系 本庄川 H15.12 若干 委員会指示でこいの移植を禁止

綾町区域 大淀川水系 （辻の堂川水系）熊迫川 H15.12 若干 委員会指示でこいの移植を禁止

都城市区域 大淀川水系 大淀川 H16.5 若干 持ち出し、放流自粛

岡山県

京都府

宮崎県

ＫＨＶ病感染コイの発見状況及びまん延防止措置状況（天然水域等）

発見場所 発見時期（死亡が
ない場合は、確認さ
れた時期）

死亡数量
水系 河川等

都道府県名 措置状況
区分地域

神奈川県

群馬県

大阪府

滋賀県

東京都

岐阜県



発見場所 発見時期（死亡が
ない場合は、確認さ
れた時期）

死亡数量
水系 河川等

都道府県名 措置状況
区分地域

大隈区域 肝属川水系 肝属川 H15.11 300尾以上
委員会指示で、こいのその河川及び他の水域へ放流
禁止（予定）

大隈区域 肝属川水系 名貫川 H16.4 若干
委員会指示で、こいのその河川及び他の水域へ放流
禁止（予定）

姶良・伊佐区域 思川水系 思川 H15.11 若干
委員会指示で、こいのその河川及び他の水域へ放流
禁止（予定）

姶良・伊佐区域 川内川水系 平出水川 H15.11 なし 持ち出し、放流自粛

南薩区域 万之瀬川水系 万之瀬川 H15.12 若干 持ち出し、放流自粛

ＫＨＶ病感染コイの発見状況及びまん延防止措置状況（その他）

京北町区域 溝に放置 H15.11 若干 死亡魚処分

京北町区域 芝生に放置 H15.11 若干 死亡魚処分

注：塗りつぶしは平成16年3月16日以降の確認分

鹿児島県

京都府



（資料２）

今後のまん延防止措置の具体的進め方（第５回検討会）

１．講じるべき措置

昇温期においては、 が活発化すると考えられるので、コイヘルペスウィルスKHV
（ＫＨＶ）病の我が国におけるまん延防止を図るため、養殖場等については、汚染さ

れた養殖場等における養殖魚の処分、施設の消毒等再発及びまん延防止のための確実

な措置を実施し、未発生の養殖場等においては、罹患魚の早期発見等の対処を実施す

る必要がある。

また、天然水域においては、汚染が確認された天然水域又は汚染の可能性の高い天

、 、然水域においては こいの持ち出し禁止等まん延防止のための措置を講じるとともに

未発生の水域においては、罹患魚の早期発見等の対処を実施する必要がある。

、 、 、なお 天然水域においては 既に が相当広範囲に確認されていることに鑑みKHV
これまでに が確認されていない水域においても、 感染コイが存在する可KHV KHV
能性があることを考慮し、あらかじめ検査を行うとともに、監視体制の強化を図る等

確実なまん延防止対策を講じておくことが望ましい。

２．調査及び監視について

（１）重点的かつ計画的な調査及び監視の実施について

平成１５年１１月１４日付けコイヘルペスウイルス病まん延防止措置の考え方の別

紙２（以下「判断図」という ）に基づき罹患魚の早期発見等により確実なまん延防。

止措置を講じるため、都道府県ごとに作成された地域区分を活用して、特にＫＨＶ汚

、 。染の可能性の高い地域を重点に 計画的な調査及び監視を実施することが重要である

特に、昇温期においては、可能な限り綿密な調査及び監視が重要である。

（２）養殖業者等への指導について

今後とも、水産試験場等と養殖業者等との連絡体制を強化し、疾病の早期発見に努

めるほか、平成１５年１１月１４日付けコイヘルペスウイルス病まん延防止措置の考

え方の別紙３「こいの取扱いに関して留意すべき事項」に従い、養殖業者等による疾

病の早期発見、まん延防止措置、及び自衛措置が必要である。また、天然水域におい

、 、 、ても パンフレットを配布すること等により 漁協や釣り人等との連絡体制を強化し

疾病の早期発見に努めるほか、こいの持ち出し禁止等、まん延防止措置が講じられた

場合には、その確実な履行が必要である。



（参考）
コイヘルペスウィルス病のまん延防止措置の考え方

（平成１５年１１月１４日第２回検討会資料）

１．基本的考え方
今次発生したコイヘルペスウィルス（ＫＨＶ）病の我が国におけるまん延防止を図る
ためには、既発生水域において、養殖こいに対し、緊急に確実な対処を図るとともに、
全国において天然こいを含め罹患魚の早期発見と的確な対処を図るべきである。
また、異常魚発生調査は、ＫＨＶの潜伏期間が水温の低下にともない長期化する可能
性にも留意し、継続して実施すべきである。

２．具体的措置の考え方
（１）霞ヶ浦・北浦における対応
水域全体が汚染されているおそれがあるので、養殖こいの移動禁止又は出荷自粛を
継続し、国（独法）及び県が協力して早急に全域の調査を行い、所要のまん延防止措
置が必要である。

（２）岡山県の発生水域における対応
発生養殖場からの養殖こいの移動・販売中止を継続し、国（独法）及び県が協力し
て早急に発生水域全域の調査を行い、所要のまん延防止措置が必要である。

（３）それ以外の水域における対応
別紙１に従い発生水域のこい及び既発生水域との接点の有無、ＫＨＶ病の症状や死
亡の有無等について、養殖業者、漁協等への聞き取り調査を実施し、汚染の可能性の
程度を基準に水域を分類し、汚染の可能性の高い水域から順次調査を行う。調査・措
置に際しては、別紙２の判断図に従い実施するべきである。
調査の結果 陰性であっても、汚染の可能性の高い水域については、ひきつづPCR
き監視するべきである。
また、水産試験場等と養殖業者等の連絡体制を強化し疾病の早期発見に努める他、
別紙３の「こいの取扱いに関して留意すべき事項」に従い、養殖業者等による疾病の
早期発見、まん延防止措置、及び自衛措置が必要である。



別紙１

地域区分及び水域の汚染の可能性の分類方法

１．地域区分

原則として、市町村境、水系等によって区分する。

２．汚染の可能性の程度による分類

（１）養殖場等の分布調査

地域内の食用こい養殖業者、錦鯉生産者、釣堀業者の位置等及びこい放流河川湖

沼を把握する。

（２）養殖業者等への聞き取り調査

地域内の業者等の既発生水域との接点の有無、ＫＨＶ病の症状や死亡の有無等を

調査する。

（３）汚染の可能性の程度の分類基準例

Ａ）地域内で確定診断でＫＨＶ病の発生が確認されている。

Ｂ）地域内でＫＨＶ病が疑われる個体（症状を示す病魚やへい死魚）が認められて

いる。

Ｃ）地域内でＫＨＶ病が疑われる個体は発生していないことを聞き取り調査等によ

り確認している。

Ｄ）地域内でＫＨＶ病が疑われる個体の発生については、調査を実施しておらず不

明である。



別紙２ 判断図

発生水域のこいおよび既発生水域との接点があるか？

ＮＯ ＹＥＳ

臨床的に異常があるか？ 臨床的に異常があるか？
（行動緩慢、摂餌不良、原因不明 （行動緩慢、摂餌不良、原因不明
の死亡等） の死亡等）

ＮＯ ＹＥＳ ＹＥＳ ＮＯ
（疑いの段階の措置） （疑いの段階の措置）

ＯＫ ＰＣＲ × ＰＣＲ
（処分）可能な限りＰＣＲ

検査を実施 ＰＣＲ

放流こい群について 検査を実施

はＰＣＲ検査を実施

＋ － ＋ －

原因究明 ←× ＰＣＲ再検査 × ＰＣＲ再検査
調査 （処分） （処分）

＋ － ＋ －

原因究明←× ＯＫ × ＯＫ
引き続き監視 引き続き監視調査 （処分） （処分）

【疑いの段階の措置】
①可能な限り排水流出防止

、 （ 、 ）②生残魚に関しては 活魚・生鮮魚の出荷自粛 死亡魚が多い場合は 可能な限り処分
③死亡魚に関しては、直ちに処分（焼却、埋却等）
④天然水域については、持ち出し・持ち込みの自粛

【×：処分】
①養殖こいについては、直ちに焼却、埋却等
②発生養殖施設・排水の消毒等
③天然水域については、サンプリングによるＰＣＲ検査を実施し、必要に応じてこいの
持ち出し・持ち込みを禁止



別紙３

こいの取扱いに関して留意すべき事項

１．養殖場等

（１）ＫＨＶ病未発生の養殖場等

○導入する種苗が汚染水域由来でないことの確認。

○導入する種苗が、汚染水域由来のこいとの接点がないことの確認。

、 、○こいに大量死亡等異常が見られた場合には 出荷・持ち出しを見合わせるとともに

各都道府県の水産試験場等に連絡すること。

○養殖施設内への立入り及び用水に関する十分な注意。

（２）ＫＨＶ病既発生の養殖場等

○養魚施設や運搬車両等のウイルス不活化のための消毒等の確実な実施。

○その他、未発生の養殖場等に準ずる。

２．天然水域

（１）放流について

○放流用のこい群が汚染水域由来でないこと、かつ、ＰＣＲ検査で陰性が確認された

ものであることの確認。

○放流用こい群が汚染水域由来のこいと接点がないことの確認。

（２）漁業者・遊漁者等による採捕について

○汚染水域において採捕したこいを他の水域へ持ち出さないこと。



平成16年5月16日現在

茨城県 霞ヶ浦・北浦 陸上池 H16.5 （別紙１）

西部ブロック 公園の池 H16.5 （別紙２）

東部ブロック 公園の池 H16.5 （別紙３）

東部ブロック 公園の池 H16.5 （別紙４）

埼玉県 行田市区域 個人池 H16.5 （別紙５）

千葉県 利根川区域 釣り堀 H16.5 （別紙６）

東京都 目黒区区域 公園の池 H16.5 （別紙７）

京都府 美山町区域 個人池 H16.4 （別紙８）

大阪府 大阪中部区域 下水処理場内の池 H16.4 （別紙９）

奈良県 大和川水系区域 養殖場 H16.4 （別紙１０）

鳥取県 鳥取県西部区域 個人池 H16.5 （別紙１１）

岡山県 高梁川南部区域 浄水場内の池 H16.4 （別紙１２）

湯布院区域 個人池 H16.4 （別紙１３）

日田・玖珠区域 養殖場 H16.4 （別紙１４）

小林市区域 個人池 H16.3

宮崎市区域 市の施設内の池 H16.5

宮崎市区域 市の施設内の池 H16.5

小林市区域 個人池 H16.5

3月16日以降KHV病発見分の感染経路について（養殖場等） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料３）

都道府県名 感染経路調査の状況

群馬県

宮崎県

大分県

発見場所 発見時期（死亡がな
い場合は、確認され
た時期）

養殖場等区分地域

（別紙１５）



平成16年5月16日現在

西部ブロック - 農業用ため池 H16.4 （別紙１６）

東部ブロック 利根川水系 谷田川 H16.5 （別紙１７）

調布市区域、日
野市区域

多摩川水系 多摩川 H16.5 （別紙１８）

東村山市区域 - 野火止用水 H16.5 （別紙１９）

鶴見川水系 鶴見川水系 鶴見川 H16.5

引地川水系 引地川水系 （引地川水系）蓼川 H16.5

多摩川水系 多摩川水系 多摩川 H16.5

境川水系 境川水系 境川水系 H16.5

横浜市区域 - 菊名池 H16.5

岐阜県 西濃地区区域 - 農業用排水路 H16.4 （別紙２１）

近江南部区域 淀川水系 瀬田川 H16.4

近江東部区域 淀川水系 琵琶湖北湖 H16.4

近江東部区域 淀川水系 通称彦根旧港湾 H16.4

近江南東部区域 淀川水系 西の湖 H16.4

近江南部区域 淀川水系 琵琶湖南湖南部 H16.4

京都府 宇治市区域 淀川水系 宇治川 H16.4 一般人による放流が考えられる

大阪府 大阪府北部区域 － 野川用水 H16.5 （別紙２３）

岡山県 高梁川南部区域 高梁川水系 小田川 H16.4 （別紙２４）

佐賀県 佐賀地区区域 － 神埼町の水路 H16.5 （別紙２５）

宮崎県 都城市区域 大淀川水系 大淀川 H16.5 （別紙２６）

鹿児島県 大隈区域 肝属川水系 名貫川 H16.4 （別紙２７）

（別紙２２）

（別紙２０）

群馬県

東京都

神奈川県

滋賀県

３月１６日以降KHV病発見分の感染経路について（天然水域等）

発見場所 発見時期（死亡がな
い場合は、確認され
た時期）水系 河川等

都道府県名
区分地域

感染経路調査の状況

























































（資料４）

の 塩基配列についてKHV DNA

これまで、養殖研究所において我が国で検出された の３箇所の塩基KHV
配列について分析を行ってきた。

プライマーで増幅してくる 産物の分析では 事例でまったく一9/5 PCR 37
AF411803 138致し データベース情報 アクセッション番号： と比較すると、 （ ）

番目の塩基が欠損している。

プライマーで増幅してくる 産物の分析では 事例でまったくSphI-5 PCR 12
一致し、データベース情報（アクセッション番号： ）とも一致しAY568950
ている。

チミジンキナーゼの塩基配列の分析では 事例でまったく一致し、デー24
タベース情報（アクセッション番号： ）と比較すると 番目の塩AJ535112 604
基が から に置換している。G A
以上のように、今までのところ日本で検出された には差が認められKHV
ていない。なお、インドネシアで検出された 株を入手し上記３箇所のKHV1
塩基配列を分析したところ、結果は日本の とまったく一致した。KHV
現在までに、インドネシアの別の （アルコール固定鰓 検体 、欧州KHV 6 ）

の （アルコール固定鰓 検体）及び台湾の （抽出 検体）をKHV 6 KHV DNA1
入手している。これらの試料の解析を進めることにより、海外からの進入経

路究明の一助となることが期待される。



Gilad らの 9/5 プライマー増幅部位の塩基配列比較 

 

 

KHV AF411803     1 GACGACGCCGGAGACCTTGTGATAGACGTGCTCGCCGAGCAGAGGAAGCGCAAAAAGAAC    60 

KHV JPN-IDN     1 ************************************************************    60 

 

KHV AF411803    61 AAGGACAAAAATAAGAACCCGAGGGGACTGCTCGCTTAAAACCTTTTCTTTATTGTTGTT   120 

 KHV JPN-IDN    61 ************************************************************   120 

 

KHV AF411803   121 GTATAATAATTAAAAAAATGTAATCACAAGAAGCATTGTTGTGCGTTGATGTTCCTCACG   180 

KHV JPN-IDN    121 *****************-******************************************   179 

                                    * 

KHV AF411803   181 ATAGCTTGACGGCACTCGTCGAGCCGTAGCCCTGTATGCCCGAGAGTGCCTGTGAGGGCG   240 

KHV JPN-IDN    180 ************************************************************   239 

 

KHV AF411803   241 ACGCAGACGCCGTTGCCTGTAGCATAGAAGATCCGTGCGGCGGCGGGCCGGTGGGTTTCT   300 

KHV JPN-IDN    240 ************************************************************   299 

 

KHV AF411803   301 GCTTCTTGGGTTTGGGAGGCCCGCCGCCCTCGCCGTCTTCTCCGGGCACGGACTGCACTC   360 

KHV JPN-IDN    300 ************************************************************   359 

 

KHV AF411803   361 CTCCGATGGAGTGAAACTGGAACTGTCTGATGAGCGTGGGGTCAAAGTTGCACATGGGCA   420 

KHV JPN-IDN    360 ************************************************************   419 

 

KHV AF411803   421 GTCCGCTGGCCTCGGAGAGCATGACGGCGATGGAGTTGGGGTTGAGGAACAGACTGAACT   480 

KHV JPN-IDN    420 ************************************************************   479 

 

KHV AF411803   481 TGTG                                                           484 

KHV JPN-IDN    480 ****                                                           483 

 

 



Gray らの SphⅠ-5 プライマー増幅部位の配列比較 

 

AY568950         1 GACACCACATCTGCAAGGAGTGCTCGAACAAGCTGCCCGCTCAGAGGGACAATCTCAGCA    60 

KHV Hedrick      1 ************************************************************    60 

JPN-IDN          1 ************************************************************    60 

Sph primers        GACACCACATCTGCAAGGAG                                               

  

AY568950        61 ACACCTACCACAGCACGTGCCCGCAGTGCAGGGACCCGAGCATCGTGGGGTTCCAGACCA   120 

KHV Hedrick     61 ************************************************************   120 

JPN-IDN         61 ************************************************************   120 

  

AY568950       121 TGGACCTCGCATACGCCGTCGAGGACCGCTACAAGAGCCTCTTCAAGCTGACGCCGCAAC   180 

KHV Hedrick    121 ************************************************************   180 

JPN-IDN        121 ************************************************************   180 

  

AY568950       181 AGTCGCAGTCGTTCAAGAAGCACATACTGCGGTGAGACGACGGCGAGGACCCGCAGCGCA   240 

KHV Hedrick    181 ************************************************************   240 

JPN-IDN        181 ************************************************************   240 

  

AY568950       241 CGGGAAACCTCCGCAACCTCCCAACATTGATGCGACCATTGTAACATGTGTC           292 

KHV Hedrick    241 *********************************G******************           292 

JPN-IDN        241 *********************************G******************           292 

Sph primers                                       GCCACCATTGTAACATGTGTC               

                                   * 

 

Sph primers: Gray et al.(2002) 



チミジンキナーゼの推定アミノ酸配列比較 

 

 KHV JPN-IDN AA       1 MAMLELVIGPMFAGKSTESCRRLERLSYSGRRCIAVKHAIDQRYTEESKVAMHSGATYPA    60 

 KHV Hedrick AA        1 MAMLELVIGPMFAGKSTESCRRLERLSYSGRRCIAVKHAIDQRYTEESKVAMHSGATYPA    60 

 

 KHV JPN-IDN AA       61 ISAGYLYEVMQRLEEYDAVAVDEGQFFPDLYEGVVQLLTAGKYVIVAALDGDFMQQPFKQ   120 

 KHV Hedrick AA       61 ISAGYLYEVMQRLEEYDAVAVDEGQFFPDLYEGVVQLLTAGKYVIVAALDGDFMQQPFKQ   120 

 

 KHV JPN-IDN AA      121 VTALVPMADKLDKLTAVCMKCKMRDAPFTVRISQGTDLVQVGGAESYQAVCRPCLTGFRM   180 

 KHV Hedrick AA      121 VTALVPMADKLDKLTAVCMKCKMRDAPFTVRISQGTDLVQVGGAESYQAVCRPCLTGFRM   180 

 

 KHV JPN-IDN AA      181 AQYELYGPPPPPPAHNLLGAPIVSAAPPRSCNISIL                           216 

 KHV Hedrick AA      181 AQYELYGPPPPPPAHNLLGAPVVSAAPPRSCNISIL                           216 

                                              * 

 

 

 



 

チミジンキナーゼの塩基配列比較 

 

KHV JPN-IDN         1 ATGGCTATGCTGGAACTGGTGATCGGACCCATGTTCGCGGGCAAGAGCACAGAGAGCTGC    60 

KHV Hedrick         1 ************************************************************    60 

 

KHV JPN-IDN        61 AGGCGGCTGGAGCGTCTGTCCTACAGCGGGCGACGCTGCATCGCCGTCAAGCACGCCATA   120 

KHV Hedrick        61 ************************************************************   120 

 

KHV JPN-IDN       121 GACCAGCGCTACACCGAAGAGTCCAAGGTGGCCATGCACAGCGGCGCGACCTACCCGGCC   180 

KHV Hedrick       121 ************************************************************   180 

 

KHV JPN-IDN       181 ATCTCCGCGGGTTACCTGTACGAGGTGATGCAGCGTCTGGAGGAATACGACGCCGTGGCC   240 

KHV Hedrick       181 ************************************************************   240 

 

KHV JPN-IDN       241 GTCGACGAGGGACAGTTCTTCCCCGACCTCTACGAGGGAGTCGTGCAGCTGCTGACCGCG   300 

KHV Hedrick       241 ************************************************************   300 

 

KHV JPN-IDN       301 GGCAAGTACGTGATCGTGGCGGCGCTGGACGGGGACTTTATGCAGCAGCCCTTCAAGCAG   360 

KHV Hedrick       301 ************************************************************   360 

 

KHV JPN-IDN       361 GTGACGGCGTTGGTGCCCATGGCGGACAAGCTGGACAAGCTGACGGCGGTGTGCATGAAG   420 

KHV Hedrick       361 ************************************************************   420 

 

KHV JPN-IDN       421 TGCAAGATGCGCGACGCACCCTTCACCGTCAGAATCTCTCAGGGCACGGACCTGGTCCAG   480 

KHV Hedrick       421 ************************************************************   480 

 

KHV JPN-IDN       481 GTTGGAGGCGCCGAGTCTTACCAGGCGGTGTGTCGTCCCTGTCTCACGGGGTTCAGGATG   540 

KHV Hedrick       481 ************************************************************   540 

 

KHV JPN-IDN       541 GCCCAGTACGAGCTGTACGGTCCGCCGCCTCCTCCTCCTGCGCATAATCTACTGGGTGCG   600 

KHV Hedrick       541 ************************************************************   600 

 

KHV JPN-IDN       601 CCCATCGTGTCAGCCGCTCCACCTCGTTCTTGTAACATATCTATCCTGTGA            651 

KHV Hedrick       601 ***G***********************************************            651 

                         * 
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（資料５）

養殖研究所における 病に関する今後の試験・研究KHV

平成 年度 先端技術を活用した農林水産研究高度化事業16
Ⅰ．研究領域設定型研究

１）全国領域設定型研究

１．コイヘルペスウイルス病の防除技術の開発

課題名：コイヘルペスウイルス病の診断・防除技術の開発

中核機関名： 独）水産総合研究センター養殖研究所（

総括氏名：三輪 理

共同機関：北海道大学大学院水産科学研究科

東京海洋大学

日本獣医畜産大学

東南アジア漁業開発センター（ ）SEAFDEC
栄研化学（株）

共立製薬（株）

研究期間：３年

研究概要：コイヘルペスウイルス病の防除の基礎資料とするため、本疾病の

病理学的研究や感染様式、他魚種の感受性とキャリヤーの可能性、原因ウイ

、 、 。ルス の全ゲノム配列の解析 株ごとの変異を調べ 疫学的検討を行うKHV
PCRさらに 基礎資料を活用し 最新の遺伝子技術や抗体等を応用して現在の、 、

法より迅速、簡便、高感度な診断法を開発するとともに、 の効果的なKHV
消毒法、ワクチンの技術開発を行う。

具体的な研究課題

（１）病理学及び疫学的検討

①病理組織学的検討

②魚体内ウイルスの動態とキャリアーの可能性の検討

③他魚種の に対する感受性及び垂直感染の可能性の検討KHV
④ウイルスの特性解明

⑤アジア由来 の特性比較KHV
（２）新たな診断・検出法の開発

① 法の改良PCR
②迅速診断法の開発

③その他の検出法の開発

（３）防疫対策技術の開発

①殺ウイルス法・消毒法の開発

②ワクチンの開発

③治療法の開発
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（資料６）

平成１６年５月１８日

特定疾病ＫＨＶ病試験・研究のための感染実験施設が備えるべき条件

当該感染実験施設については、ウイルスが拡散されない構造である必要があり、次の各

項目が確実に実施されることが求められる。

① 実験排水による拡散の防止。

② 人の出入りや資材・器具・機材の搬出、搬入による拡散の防止。

③ その他、実験魚飼育用水の飛沫による拡散や小動物の出入による拡散などの防止。

実験を実施する際の操作においても、上記の条件が確保されることが必要である。

なお、施設の構造及び実験操作について留意すべき点について以下に示した。

１ 施設の構造

（１）一般の飼育施設から独立した施設であり、施錠管理できること。

（＊一般飼育施設の一室を感染実験室としてはならない。また、一般飼育施設内

を通って感染実験施設へ出入りする構造であってはならない ）。

（２）感染実験室と実験魚からのウイルス分離など試験管内実験を行う無菌室などの実

験設備を同一施設内(建築物内)に有していること。

（ 。）＊生きた状態のウイルス材料あるいは汚染器具が施設外へ搬出されないこと

（３）感染実験室には前室を有すること。

（＊出入り口にドアを２つ設けるなど、感染実験室が外気に開放されないように

すること ）。

（４）感染実験室の床面および壁面は、耐水仕様であること。

（５）飼育排水は、全量が確実に殺菌されること。

特に、常時排水を行う施設では、薬液量・温度・濃度・時間などが殺菌に必要な

設定に満たないなど殺菌施設に異常がある場合には、排水(注水)が自動的に中止さ

れること。

また、一般飼育施設を通ることなく放水されること。

（６）感染実験等の期間中、感染実験室の排気を行う場合は、 フィルターなどをHEPA
通じて室外に放出されること。

（７）感染実験室の窓は閉鎖し、外に直接開放された換気扇は設置せず、外から動物や

昆虫が侵入しない構造であること。

（８）感染実験魚あるいはウイルスに汚染された実験機材、試薬などを滅菌できるオー

トクレーブなど滅菌機器・器具を施設内に保有すること。
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２ 実験操作

（１）施設は、原則として関係者以外の立ち入りを禁止すること。

（２）施設内の履き物は、専用とすること。

（３）感染実験室内では、専用の長靴および作業着で作業すること。作業着がウイルス

に汚染された場合には、速やかにオートクレーブなど適切な消毒・滅菌処理をす

ること。

（４）前室および感染実験室には、手指などの消毒ができるよう消毒用アルコールある

いは逆性石けん液などを備え、実験室および前室からの退出時には必ず手指の消

毒操作をすること。

（５）感染実験室には、長靴用の踏込み消毒槽を設けること。

（６）ウイルス汚染が起こった場合に備え、消毒用アルコール液、次亜塩素酸ナトリウ

ム液、逆性石けん液、ポビドンヨード液など使用場所、用途に応じた適当な消毒

剤を準備すること。

（７）感染実験飼育水槽は、事前に漏水がないことを確認するとともに、排水口を設け

る場合には、設定水位よりも下方の部分に設置すること。また、水槽上面には、

蓋を設置すること （＊サイフォンによる排水は行わない ）。 。

（８）水槽からの排水が周囲に撥ねないようにすること。

（９） 感染実験水槽のエアレーションは必要最小限とし、エアレーションを行う場合

は、その飛沫が水槽外に放出されないようにすること。

（ ）作業後の水槽、器具、機材などは、適当な消毒剤に完全に浸漬して消毒するか、10
オートクレーブ滅菌あるいは煮沸滅菌すること。

（ ）不要となった感染実験魚は、施設内において十分な煮沸などのウイルス不活化処11
理を行った後、施設外へ持ち出して廃棄すること。

（ ）感染実験魚などを無菌室へ運搬する場合には、密封できる容器あるいは蓋のある12
容器に入れて行うこと。また、操作後、この容器は、オートクレーブなどにより

滅菌すること。

（ ）無菌室には、手指などの消毒ができるよう消毒用アルコールあるいは逆性石けん13
液などを備え、退出時には必ず手指の消毒操作をすること。

（ ）エアロゾルが発生する可能性がある作業は、作業面が陰圧のバイオハザードベン14
チ内で行うこと。

（ ）無菌室で使用し、ウイルスに汚染した培地、培養器、チップ、バイアルなどの実15
験機材は全てオートクレーブなどにより滅菌すること。

注：消毒剤の使用濃度は、 ウイルスや ウイルスなど既知のウィルスに対する消IPN IHN
毒方法に準じるものとする。
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